
 
 

 

 

 

 

 

 林野火災が発生した場合は、消火が困難となり大きな火災に発展しやすく非常に危険です。    

みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「林野火災注意報」・「「林野火災警報」の「発令基準」と「発令期間」 

① 前３日間の合計降水量が１㎜以下、かつ、前３０日間の合計降水量が３０㎜以下であるとき。 

② 前３日間の合計降水量が１㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。 

林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表されたとき。 

〇「林野火災注意報 

〇「林野火災警報 

林野火災注意報・林野火災警報は１２月から翌年５月までの間に発令されます。 

令和７年２月２６日に岩手県大船渡市で発生した林野火災

は、鎮火までに約１か月半を要し、林野約 3,370 ヘクター

ル、住宅８７棟、住宅以外１３５棟が焼損し、１名が亡くな

るという大惨事となりました。 

この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを

目的として林野火災注意報、林野火災警報を新設しました。 

林野火災注意報 

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となったときに「林野火災注意報」 

 

 を発令します。 

 
 「「林野火災注意報」が発令された場合は、火の使用制限の努力義務の対象 

 
 ければなりません。（努力義務） 

 

 区域内では、火入れ、たき火等の火を使用する行為を行わないよう努めな 

 

林野火災警報 

 さらに、林野火災の予防上危険と認めるときに「林野火災警報」を発令します。 

 
「林野火災警報」が発令された場合は、火の使用制限の対象区域内では、 

 
 火入れ、たき火等の火を使用する行為を行ってはいけません。 

 （罰則のある義務） 

 

 火の使用制限に従わない場合、30万円以下の罰金または拘留に処されることが消防法に定めら

れております。 

「林野火災注意報」・「林野火災警報」運用開始 

〇「発令期間 

※①②のいずれか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の「火の使用制限」について努力義務又は義務が課されます。 

１「山林、原野等において火入れをしないこと。 

２「煙火（花火）を消費しないこと。 

３「火遊び又はたき火をしないこと。 

４「引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物附近で喫煙をしないこと。 

５「林野火災の発生危険が大きいと認めた区域内で喫煙をしないこと。 

６「残火（たばこの吸い殻を含む）、取灰又は火粉を始末すること。 

お問い合わせ先：甲府地区広域行政事務組合消防本部 

・消防本部警防課：055-222-1269 

・消防本部予防課：055-222-1291 

・消防本部（夜間・土日・祭日） 

055-222-0119（代表） 

甲府地区広域行政事務組合消防本部HP 

   https://ｗｗｗ.kfd.or.jp 

象区域は次の町丁目の「林野部分」となります。 

林野火災注意報または林野火災警報発令中における火の使用制限の対 


